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I. 総則 

第1条 約款の適用 

第1項 株式会社能勢・豊能まちづくり（以下「当社」といいます。）は、当社が太陽光発電設備からの電力の買取

（お客さまが、送配電事業者が維持および運用する供給設備に太陽光発電設備を低圧もしくは高圧で連系し、自ら

消費する電力を除いた電力（当該太陽光発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」といいま

す。）を当社に供給するにあたり、契約の条件を（以下「本約款」といいます。）に定めるものとします。 

第2項 本約款の対象は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再エネ特

措法」といいます。）の認定を受けていない太陽光発電設備、または同法に基づく固定価格買取制度の適用期間が

満了したお客さまの太陽光発電システム設備（いわゆる卒 FIT 設備を含みます）（以下「本発電設備」といいま

す。）を用いて得られた電気のうち、お客さまが自ら消費する電力を除いた電力です。 

 

第2条 約款の変更 

当社は本約款を変更することがあります。その場合、当社は予め変更後の約款の内容およびその効力発生時期をインタ

ーネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知するものとします。 

かかる周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の受給条件は、変更後の契約約款によります。

また、契約者から求めがあった場合、当社は契約者に対し変更後の約款を記載した書面を交付するものとします。 

 

第3条 用語の定義 

次の用語は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用するものとし、本条に定めのない用語の定義は当社が別に定め

る電気需給約款または送配電事業者が定める託送供給約款によるものとします。 



(1) 電力受給 

電力受給契約にもとづき、お客さまが当社に電気を供給し、当社がお客さまからこれを受給することをいいます。 

(2) 電力受給契約 

その需要場所内に太陽光発電設備が設置されている電力需給契約をいい、お客さまと当社または他の小売電気

事業者との間で別に締結します。 

(3) 受電地点 

送配電事業者が、当社との発電量調整契約にもとづき、電力受給に係る再生可能エネルギー電気をお客さまから

受電する地点をいいます。 

(4) 受給電力 

お客さまが、本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、当社に供給する電気をいいます。 

(5) 受給電力量 

受電地点において、当社がお客さまから受給する電力受給に係る再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。 

(6) 発電場所 

お客さまが電力受給に係る再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所

に係る規定に準ずるものとします。 

(7) 発電出力 

本発電設備の定格発電出力（太陽光発電設備の場合は、太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力

のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の

合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。）をいいます。 

(8) 受給設備 

当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受電しまたは電気事業を遂行するにあたって必要な全ての

電気工作物をいいます。 

(9) 併設設備 

お客さまが送配電事業者の電力系統へ系統連系する本発電設備以外の自家用発電設備等（二次電池などを

含みます。）をいいます。 

(10) 送配電事業者 

電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。以下同じとします。）第 2 条第 1 項第 9

号に定める送配電事業者をいいます。 

(11) 託送供給等約款 

送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます。（変更があった場合には、変更

後のものをいいます。） 

(12) 検針日 

検針日は、当該送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 

(13) 計量装置 

受給電力量の計量において使用する電力量計およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。 

(14) 非化石価値 

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律（以下「高度化法」といいます。）の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取

引する際に付随する環境価値をいいます。 

(15) 消費税等相当額 



消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま

す。 

(16) 発電者 

当該太陽光発電設備により電気を発電する者をいいます。本約款において、特段の定めがない限り、「発電者」と

は「お客さま」と同一の者を指すものとします。 

(17) 系統連系受電契約 

送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、送配電事業者等が系統利用者である発電者等に一部の負担

を求めるために、発電量調整供給契約にもとづき、発電者と送配電事業者等との間に成立する、発電側課金のた

めの契約をいいます。 

(18) 系統連系受電サービス料金 

託送供給等約款等に規定される系統連系受電契約にかかる料金（系統連系受電契約にかかる延滞利息および

契約超過金を含みます。）のことをいいます。 

 

第4条 単位および端数処理 

本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。 

第1項 発電出力の単位は 0.1 キロワットとし、その端数は切り捨てます。 

第2項 受給電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

第3項 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。 

 

第5条 実施細目 

本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議により定めます。なお、送

配電事業者がお客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは送配電事業者と

別途協議していただくことがあります。 

 

II. 電力受給契約の申込み 

 

第6条 電力受給契約の申込み 

第1項 お客さまが新たに電力受給契約の締結を希望する場合には、予め本約款および託送供給等約款におけるお

客さま（第 3 条用語の定義(16)発電者）に関する事項を承認のうえ、原則として次の事項を当社所定の様式に

よって明らかにし、電力受給契約の申込みをするものとします。なお、電力受給契約の申込みをした後に次の事項に

係る変更があった場合は、お客さまは速やかに当社に申告し必要な手続きを取るものとします。 

イ) お客さまの名称、発電場所、受電地点特定番号および連絡先 

ロ) 料金の振込先口座等の必要事項 

ハ) 本発電設備の概要（最大出力または定格出力等） 

ニ) 単線結線図等の技術検討資料および併設設備の有無または併設設備の定格出力 

ホ) 認定通知書（再エネ特措法の認定を受けた設備の場合） 

ヘ) その他当社または送配電事業者が確認を必要とする事項 



第2項 当社は、前項による申込みにもとづき送配電事業者等へ発電量調整供給等に関する契約の申込みをするも

のとします。 

 

第7条 電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始 

第1項 電力受給契約は、当社が前条にもとづきお客さまの申込みを承諾したときに、この約款の定めに従いお客さまと

当社の間で成立します。ただし、託送供給契約の締結につき送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかに

なった場合には、当該契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。 

第2項 当社は、電力受給契約を締結しようとするときは、受給開始予定日をお客さまに通知し、当該予定日に電力

受給を開始します。ただし、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、通知した受給開

始予定日に電力受給を開始できない場合があります。 

第3項 受給電気方式、受給電圧および周波数は、託送供給約款の定めに従うものとします。 

第4項 お客さまには電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術

要件のほか、監督官庁、業界団体または送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に

関する規定等をするものとします。 

なお、係る規定等に変更がある場合には、変更後の取扱いを遵守するもの とします。 

第5項 電力受給契約の契約期間は、当日を含む受給開始日から受給開始日以降最初に到来する 3 月末日まで

とします。契約期間満了に先だって電力受給契約の消滅または変更がない場合、またはお客さまが解約を希望する日

の 3 か月前までにその旨申し出がない場合、受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるもの

とし、以後も同様とします。 

 

第8条 財産分界点および保安責任分界点 

財産分界点および保安責任分界点は、託送供給約款の定めに従うものとします。 

 

第9条 契約の単位 

当社は原則として、1 受電地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電力受給契約を結びます。 

 

第10条 承諾の限界 

当社は、合理的な理由または法令等によってやむを得ない場合または電力受給契約の申込みの承諾が困難と判断した

場合、電力受給契約の申込みをお断りすることがあります。 

 

III. 料金の算定および支払 

 

第11条 料金の適用開始時期 

料金は、電力受給開始日から適用いたします。 

 

第12条 料金の算定 

第1項 料金は、検針結果にもとづき電力受給契約ごとに当該電力受給契約の契約種別の料金表を適用して算定

いたします。契約種別および料金は、別紙「電力買取料金メニュー定義書」のとおりとします。なお、当社は需給状

況や電源の調達環境等の変化に応じて、買取価格を変更する場合があります。この場合には、変更の 2 か月前ま



でに変更後の購入単価や適用開始時期について、当社 Web サイトへの掲載等、当社が適切と考える方法により

お知らせします。 

第2項 当該変更後の買取価格は、契約期間の更新の有無にかかわらず、当該適用開始日以降の受給電力量につ

いて、すべての電力受給契約に即時適用されるものとします。 

 

第13条 料金の算定期間 

料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期

間」といいます。）とします。ただし、電力受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前

日までの期間とし、受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間としま

す。 

 

第14条 受給電力量の計量 

第1項 受給電力量の計量は、託送供給約款等にもとづき、送配電事業者が毎月行います。また、料金の算定期間

の受給電力量は 30 分ごとの受給電力量を料金の算定期間において合計した値とします。 

第2項 天災等特別な事情がある場合で、送配電事業者が検針を行わなかった場合の受給電力量その他の取扱い

は、託送供給等約款の定めに従うものとします。 

第3項 送配電事業者が、計量器の故障等によって計量値が正しく得られなかった場合、その計量値は送配電事業

者と当社による協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに当該計量値についてお客さまに通知するも

のとします。 

 

第15条 料金の通知および支払 

第1項 当社は、原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお、当社は当社が適当と判断した方法にて料金

を通知するものとします。 

イ) 受給開始以降初回の料金は、受給開始日が属する月を 1 か月目として、受給開始日以降最初に到

来する３月の検針分までの月ごとの算定済料金の合計額を翌 4 月の末日までに支払います。 

ロ) 2 回目以降の料金は、前回の料金支払期日が属する 4 月を 1 か月目として、翌年 3 月の検針分ま

での月ごとの算定済料金の合計額から、既にお支払い済のものを除いた全額を、翌 4 月の末日までに

支払います。 

ハ) 電力受給契約の契約種別の変更に伴い、料金の支払方法が変更になる場合は、変更前の契約種別

の料金表を適用して算定した料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を、翌 4 月の末日までに

支払います。 

ニ) 電力受給契約の廃止または解約等に伴い電力受給契約が消滅した場合は、当該電力受給契約の廃

止日または解約日までの受給電力量について当社は料金を算定し、既にお支払い済のものを除いた全

額を、当該消滅日の属する月の翌々月末日（当該日が休日の場合は、その翌営業日）までに支払い

ます。 



第2項 料金は、お客さまが指定する金融機関口座への振込によって支払います。 

第3項 第 1 項の各号に定める支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日（以下

「休日」といいます。）に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします。 

第4項 料金の支払いは、当社が、お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったもの

とします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。 

第5項 当社は、その払い込みを他社に委託や代行させる場合（以下「支払代行者」といいます。）があります。その

場合は、料金の支払いは支払代行者がその金融機関に払い込みしたときになされたものとします。 

第6項 お客さまの電力買取実績、金額および系統連系受電サービス料金の対象となる発電設備は当該サービス料

金を、当社ウェブサイトのマイページ等の当社の定める方法で通知いたします。通知から 3 か月以内に誤りのある旨の

連絡がない場合には、記載内容のとおり確認があったものとします。 

第7項 系統連系受電サービス料金の支払いの対象となる発電設備の系統連系受電サービス料金について原則とし

て当社が送配電事業者に当該サービス料金の代理支払いをした上で、発電買取金額より当該サービス料金分を控

除してお客さまにお支払いいたします（第 33 条（系統連系受電サービス料金の支払いに関する事項）第 1 項で規

定した発電者から直接送配電事業者へ支払う場合を除く）。当社が代理支払いと控除を行う系統連系受電サービ

ス料金の額は、送配電会社から当社に通知された額とします。 

第8項 お客さま都合により本条の規定通りに料金を支払うことができない場合またはできなかった場合においては、お

客さまと協議のうえ支払方法を決定するものとします。この場合、本条第 1 項の定めにかかわらず料金の支払を行うも

のとします。 

第9項 適用される料金単価の誤りが判明した場合、当社またはお客さまは、その料金の差額を支払うものとします。 

第10項 お客さまは、料金その他の債権を、当社に対する債務と相殺することはできないものとします。 

第11項  お客さまが指定した口座情報の不備等により料金の支払いができない場合、当社は情報の修正を求める通

知を行います。当該料金の支払期日から 5 年を経過してもなお、お客さまの責めにより支払いが完了しない場合、当

社は当該料金債務について消滅時効を援用することができます。当社が消滅時効を援用したときは、当社は当該料

金の支払義務を負いません。 

 

IV. 電力受給 

第16条 適正契約の保持 

当社は、お客さまの本発電設備等または併設設備が電力受給契約に定めた内容に対し不適当な状態であると判断し

た場合、または送配電事業者から指摘を受け、当該状態を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまはそ

の求められた内容に従い、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社の求めに応じ

ない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができ

るものとし、当社が定める方法で料金の精算を行うことができるものとします。 

 

第17条 本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力 

当社または送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得て太陽光発電設備等の設置場所に立ち

入ることがあります。お客さまは、当社または送配電事業者が立ち入ることおよび業務を実施することについてあらかじめ承

諾するものとします。なお、お客さまのお求めに応じ、当社または送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。 

イ) 不正な電力受給を防止等に必要な太陽光発電設備および併設設備またはその他電気工作物等の確

認または検査 



ロ) その他この要綱によって、電力受給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または送配電事業

者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

 

第18条 電力受給の停止および停止の解除 

第1項 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には電力受給を停止することがあります。 

イ) お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合 

ロ) お客さまが送配電事業者の電気工作物を故意に損傷または亡失するなどして、当社または送配電事業

者に損害を与えた場合 

ハ) お客さまが送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正な電力受給、系

統連系を行なった場合 

ニ) お客さまが第 16 条（適正契約の保持）の規定にもとづき電力受給契約を適正なものに変更するため

に必要な手続きを行なわない場合 

ホ) お客さまが第 17 条（本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力）の規定にもとづく当社また

は送配電事業者の係員の立ち入りを正当な理由なく拒否し、また必要な手続き等をすみやかに行わな

かった場合 

ヘ) お客さまがこの約款にもとづく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合 

ト) お客さまがその他本約款に違反した場合 

第2項 当社または送配電事業者は、前項のいずれかにより電力受給を停止する場合には、送配電事業者の受給設

備またはお客さまの電気設備において、電力受給停止のための適当な処置を行います。 

第3項 前条の規定により当社または送配電事業者が電力受給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実

を解消し、かつ、その事実にともない当社または送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払ったとき

には、当社または送配電事業者は、次の場合を除き、すみやかに電力受給を再開します。但し、災害等特別の事業

がある場合、また午後 5 時から午前 9 時までの時間については、この限りではありません。 

 

第19条 電力受給の制限または中止 

第1項 当社または送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には、電力受給を制限または中止することがありま

す。なお、当社または送配電事業者が電力受給の制限または中止を求めた場合、お客さまは、必要となる処置を

行うものとします。 

イ) 電気受給契約により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止される場合 

ロ) 電気の需給上やむをえない場合 

ハ) 災害等により電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合 

ニ) 電気工作物に人もしくは物が接触した場合、または接近した人の生命、身体を保護する必要がある場

合 

ホ) 送配電事業者が維持および運用する電気工作物の点検、修理、その他工事上やむをえない場合 



第2項 お客さまは、当社または送配電事業者の求めに応じて、電力受給を制限または中止するために必要な機器の

設置、費用の負担その他必要な措置をすみやかに講じるものとします。 

第3項 当社または送配電事業者は、再生可能エネルギー特別措置法その他の法令、または送配電事業者が定める

託送供給等約款に基づき、本発電設備からの再生可能エネルギー電気の受給を制限または中止（以下「出力制

御」といいます。）することがあります 。 

第4項 前項の出力制御が行われた場合、当該制限または中止期間中に発生した受給電力量の減少分について、

当社は料金の支払義務を負わないものとします。 

第5項 なお、これに伴いお客さまに生じた損害に関する当社の責任については、第 20 条（損害賠償等）の定めによ

るものとします。お客さまは、送配電事業者が行う出力制御を円滑に実施するため、送配電事業者が定める技術要

件に基づき、必要に応じて出力制御に必要な機器（出力制御機能付パワーコンディショナ等）の設置および通信環

境の整備等を、お客さまの責任と負担において行うものとします 。 

 

 

第20条 損害賠償等 

第1項 当社またはお客さまは、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠

償の責めを負うものとします。 

第2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由（当社の責めに帰すことができない事由）により生じた損害

については、当社はお客さまに対して一切の責任を負わないものとします。  

イ) お客さまの責めに帰すべき事由（指定口座の不備、当社への通知の遅延、本発電設備の不適切な維

持管理等を含みます。）  

ロ) 送配電事業者による検針の遅延、情報の提供漏れ、その他当社の責めに帰さない第三者の事由   

ハ) 第 19 条に定める電力受給の制限または中止（出力制御を含みます。） 

第3項 前項のほか、次の場合は、当社の責めに帰さない事由とみなします。 

イ) 当社またはお客さまが第 7 条（電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始）第 2 項にもとづ

き受給開始日を変更した場合 

ロ) 当社または送配電事業者が第 18 条（電力受給の停止および停止の解除）の規定により電力受給

を停止した場合 

ハ) 当社または送配電事業者が第 19 条（電力受給の制限または中止） により電力受給を制限または

中止した場合 

ニ) 第 24 条（電力受給契約の廃止）の規定により電力受給契約が廃止された場合 

ホ) 当社が第 25 条（電力受給契約の解約）の規定により電力受給契約を解約した場合 

第4項 お客さまは、自らの責めに帰すべき事由により、当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の

設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を当社または送配電事業者に賠償するものとしま

す。 

イ) 修理可能な場合修理費 

ロ) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額 

 

V. 電力受給契約の変更および消滅、廃止、解約 

 



第21条 電力受給契約の変更 

第1項 次のいずれかに該当する場合、お客さまはその時期を明らかにした上でその旨を当社に申し出、当社が電力受

給契約の変更が必要と判断する場合は、すみやかに必要な手続きを取るものとします。 

イ) お客さまが本発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合 

ロ) お客さまが本発電設備または併設設備の制御方法または配線形態を変更する場合 

第2項 お客さまが当社に対して前項に定める変更の申し出を行なわなかった場合、または必要な手続きを行なわなか

った場合には、当社は、当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精

算を行うことができるものとします。 

 

第22条 名義の変更 

本契約の名義を変更する場合には、本契約は名義を変更する日に消滅するものとし、当日までの発電量に則した金額

を翌４月末に支払うものとします。ただし、社名変更、企業合併、または能勢・豊能まちづくりが認めた場合には、本契約

の継続を認めるものとします。 

 

第23条 電力受給契約の消滅 

電力受給契約は、第 24 条（電力受給契約の廃止）に規定される契約の廃止、第 25 条（電力受給契約の解

約）に規定される契約の解約、または契約期間満了第 7 条（電力受給契約の成立および契約期間、受給の開始）

第 5 項の規定により契約期間が更新される場合を除きます。）に伴い、廃止期日、解約期日または満了日に消滅しま

す。但し、当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合や、当社または送配電事業者の責めに帰さ

ない事由により電力受給を終了させるための措置を講じることができない場合は、契約の消滅日は当社が必要な手続き

を完了した日とします。 

 

第24条 電力受給契約の廃止 

第1項 お客さまは、発電場所における買取事業者の変更以外の事由により電力受給契約を廃止しようとする場合、

廃止期日を定めて当社に通知するものとします。 

第2項 お客さまが当社との電力受給契約を廃止する場合において、当社以外の者と電力受給契約を締結しないとき

は、お客さまの本発電設備について、お客さまは、お客さまの責任と負担によりすみやかに当社または送配電事業者が

再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに当社ま

たは送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社または送配電事業者は、この対価の支払義務を

負いません。 

第3項 発電場所における買取事業者の変更により電力受給契約を廃止しようとする場合は、変更後の買取事業者

が当社に廃止期日を通知するものとします。当社または送配電事業者は、原則としてお客さま、または変更後の買取



事業者から通知された廃止期日に、送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電力受給を終

了させるための適当な措置を講じるものとします。 

第4項  お客さまが本条第 1 項または第 3 項に基づき電力受給契約を廃止（中途解約）する場合、解約に伴う違

約金、精算金その他の費用は発生しないものとします。 ただし、本約款に基づき既に発生している債務がある場合は、

この限りではありません。 

第5項 お客さまと送配電事業者との間の託送供給等約款に基づく接続契約が解除された場合、または受電地点特

定番号が廃止された場合、本契約は、当該解除または廃止の日をもって当然に終了するものとします。 

第6項 前項に基づき本契約が終了した場合、当社は、当該終了日までの受給電力量に基づき料金を算定し、第

15 条（料金の通知および支払）の規定に準じて支払うものとします。 

 

第25条 電力受給契約の解約 

第1項 次のいずれかに該当する場合で、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずお客さまがその事実を解

消しないときには、当社は、電力受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、当社はその旨および解約

期日を当該解約期日の１５日前までにお客さまに通知します。 

イ) お客さまが第 18 条（電力受給の停止および停止の解除）の規定により電力受給を停止された場合 

ロ) お客さまが第 16 条（適正契約の保持）の規定に定める適正契約への変更について当社または送配

電事業者の求めに応じない場合 

ハ) お客さまが第 17 条（本発電設備等の設置場所への立入り業務への協力）にもとづく当社または送配

電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等をすみや

かに行なわない場合 

ニ) お客さまが本約款にもとづいて支払いを要することとなった債務を支払わない場合 

ホ) お客さまが特段の理由なく、受給開始日を経過しても再生可能エネルギー電気を当社に供給しない場

合 

ヘ) お客さまが電力受給契約の申込みに際し、当社に届け出た事項に虚偽または重大な相違があることが

判明した場合  

ト) お客さまが、本発電設備または本契約に関連する法令、条例、公序良俗に反する行為を行った、もしく

は客観的な事実に基づきその恐れがあると当社が判断した場合 

チ) その他お客さまがこの約款に反した場合 

第2項 前項の規定にかかわらず、お客さまが第 40 条（反社会的勢力の排除）第 1 項または第 2 項の規定に違反

した場合には、当社は何らの催告を要せず直ちに電力受給契約を解約することができるものとします 。この場合、お客

さまは、解約により被った損害につき、損害賠償その他何らの請求もできないものとします 。 

第3項 本条の規定により当社が電力受給契約を解約した場合、お客さまは、お客さまの責任と負担において、すみや

かに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、



当該措置を講じるまでに当社または送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、当社は、この対価の支

払義務を負いません。 

第4項 お客さまが前項の措置を講じない場合、当社または送配電事業者は、送配電事業者の受給設備またはお客

さまの電気設備において、電力受給契約の解約のための適当な処置を行うことができるものとします。この場合、お客さ

まは、当該処置に要した費用を当社に支払うものとします。 

第5項 本条第 3 項の措置または前項の処置を講じた場合において、電気受給契約にもとづく電気の需給が困難とな

ったときは、お客さまは、お客さまの責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。 

 

第26条 電力受給契約消滅後の債権 

電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力受給契約の消滅によっては消滅しません。 

 

VI. 工事および工事費の負担 

 

第27条 受給設備、本発電設備および併設設備の設置等 

送配電事業者は、託送供給等約款等の定めにもとづき、受給設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行い

ます。また、お客さまは、お客さまの責任と負担において、法令等を遵守して、本発電設備および併設設備の設置、変

更、管理、補修、保安、撤去等を行うものとします。 

 

第28条 計量装置の設置等 

第1項 計量装置は、発電出力等に応じて原則として送配電事業者が選定し、かつ送配電事業者の所有とし、その

設置等は送配電事業者が行います。 

第2項 当社または送配電事業者は、計量装置の設置場所（計量装置の支持物を含みます。）について、適正な

計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、お客さまと協議によって

決定し、お客さまは、その場所を送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送する

ためにお客さまの電気工作物を使用する場合においては、送配電事業者は、お客さまの電気工作物を無償で使用で

きるものとします。 

 

第29条 工事費負担金 

第1項 送配電事業者から、託送約款等に基づき電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費また

は実費相当額等の請求を受けた場合は、その全額をお客さまの負担とし、お客さまは当社が指定する期日までにこ

れを支払うものとします。原則として、支払いは工事着工前に行うものとします。 

第2項 送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合

は、当社はお客さまとの間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものとします。 

第3項 託送約款等に基づき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等についてもお客さまの責任

と負担において設置するものとします。 

第4項 お客さまが本項に定める債務を支払わない場合、当社は第 18 条（電力受給の停止および停止の解除）

ヘ)または第 25 条（電力受給契約の解約）ニ)の規定に基づき、受給契約を停止または解除する場合があります。 

 



VII. 系統連系受電契約の要件等 

 

第30条 系統連系受電契約の締結 

当社は、送配電事業者を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結いたします。 

ただし、2024 年３月３１日以前に当社と受給契約を締結している発電者については、当社と送配電事業者との間の

発電量調整供給契約にもとづく当社の地位のうち、系統連系受電契約にもとづく当社の地位を発電者に承継することに

ついて、送配電事業者の代理である当社との間で合意し、送配電事業者等と発電者の間で、系統連系受電契約が成

立するものとします。 

 

第31条 系統連系受電契約の変更 

発電者が新たに系統連系受電契約の締結を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合、発電者は、

当該契約の締結または変更について、当社にお申し出いただきます。 

当社は、発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として送配電事

業者へ申し出いたします。 

 

第32条 系統連系受電契約の解約 

発電者が送配電事業者と系統連系受給契約を締結するにあたり次の事項を承諾いただきます。 

第1項 送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合、当該発電者の発電場所に係る発電量

調整供給契約を変更いたします。 

第2項 発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気は送配電事業者が無償で受電いたします。 

 

第33条 系統連系受電サービス料金の支払いに関する事項 

第1項 発電者の系統連系受電サービス料金については、買取料金から控除する方法で発電者にご負担いいただきま

す。負担いただいた料金については、そのつど当社から送配電事業者に支払いを行います。ただし、次の場合には、

送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から送配電事業者へ支払っていただきます。 

イ) 発電者が料金を支払期日までに当社に支払われない場合 

ロ) 発電者の料金が当社と発電者との間の電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で、当社と発

電者および当社と送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき 

ハ) その他送配電事業者が必要と認めた場合 

第2項 当社は、系統連系受電契約において、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金を発電者

から受領し、発電者に代わり送配電事業者に支払うものとします。 

第3項 当社は、系統連系受電契約において、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金を発電者

から受領し、送配電事業者があらかじめ定める期日までの間、発電者に代わり送配電事業者に引き渡す業務を受託

いたします。また、当該業務は、発電者が直接送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き、発電者から無償

で受託いたします。 

 

VIII. その他事項 

 



第34条 電力受給契約に関する情報の取扱い 

当社は、本約款の規定に定める範囲において必要とする場合、他の小売電気事業者、送配電事業者、国、費用負担

調整機関または指定入札機関に情報を開示することがあり、お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。本条規定

の詳細は能勢・豊能まちづくりホームページの「新電力事業に関わる共同利用プライバシーポリシー」（https://nose-

toyono.com/privacy-policy/）の記載によります。 

 

第35条 発電量に関する情報の取り扱い 

当社は、お客さまの発電量について、気候変動対策・地域経済循環等の分析・検討目的のため、個人が識別できない

よう加工や統計処理などを行った上で、分析結果の公表や共同の教育研究機関等に提供する場合があり、お客さまは

あらかじめ承諾するものとします。 

 

第36条 非化石価値の帰属 

本発電設備にて発電される再生可能エネルギー電気の非化石価値は、原則として、電力受給に伴い、当社にすべて帰

属するものとします。なお、当該非化石価値は、本約款および電力買取料金メニュー定義書に定める買取単価に織り込

み済みのものとし、お客さまが別途取得または取引することはできないものとします。非化石価値を当社に帰属させるにあ

たり、お客さまは、必要に応じて当社に協力するものとします。 

 

第37条 発電バランシンググループの設定 

当社は、託送供給約款等の定めにより発電バランシンググループを設定し、お客さまの本発電設備を、原則として、当社

の発電バランシンググループに属させたうえで、発電計画の作成等託送供給等約款等にもとづく手続きを行います。発電

者は、発電バランシンググループへの帰属に伴い、合理的な範囲で当社および発電バランシンググループに協力するものと

します。 

 

第38条 発電記録等の提出 

当社は、前条の規定にともなう手続きを行うにあたり、必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記

録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、お客さまは、当社が必要とする情報ならびに本発電

設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものとします。 

 

第39条 専属的合意管轄裁判所 

電力受給契約にかかわる訴訟については、お客さまと当社、いずれかの地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたしま

す。 

 

第40条 反社会的勢力の排除 

第1項 お客さまは、電力受給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に

影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会

屋またはこれらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、および、反社会的勢力と

http://gozura101.chukai.ne.jp/p/page/chukai/policy/


社会的に非難されるべき関係（法令により取引が義務付けられているものを除きます。）を有していないことを表明

していただきます。 

第2項 お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきま

す。 

イ) 暴力的な要求行為 

ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

ニ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害

する行為 

ホ) その他前各号に準ずる行為 

第3項 当社は、お客さまが第 40 条（反社会的勢力の排除）第 1 項または第 2 項に違反した場合、お客さまに対

する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電力受給契約を解約することができるものとし、お客さ

まは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできな

いものとします。 

 

第41条 その他定めなき事項 

本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客さまおよび当社は誠意をもって協議

し、その処理にあたるものとします。 

 

附則 

1 実施期日この約款は 2024 年 4 月 1 日から実施します。  

2026 年 3 月 1 日一部改定 

 

  



電力買取料金メニュー定義書 

株式会社能勢・豊能まちづくり 

 

この「電力買取料金メニュー定義書」（以下「本定義書」といいます。）は、当社の「電力買取受給契約約款」（以下

「約款」といいます。）にもとづき、お客さまから当社が電力を受電するときの料金その他の条件を定めたものです。 

本定義書に定める単価等の料金やその金額は、全て非化石価値等および消費税等相当額を含みます。 

 

１ 適用期日 

本定義書は、2024 年 4 月 1 日より適用します。 

 

２ 適用条件本定義書にもとづく電力買取料金メニューは、約款にもとづき、約款の適用対象となる全てのお客さまに

適用いたします。 

 

３ 電力買取料金メニュー・買取単価は、下表の中からお客さまに選択いただけます（低圧連系）。 

電力買取料金メニュー 買取単価（税込） 

太陽光発電買取メニュー 8.50 円/kWh 

太陽光発電買取寄付付きメニュー 8.00 円/kWh 

※高圧連系の買取単価は、個別見積・契約によります。 

 

４ 料金計算方法 

電力買取料金の計算は、次のとおりとします。 

電力買取料金＝受給電力量×電力量料金単価  

※系統連系受電サービス料金（発電側課金）の対象となる 10kW 以上の発電設備のお客さまへのお支払い額は、

系統連系受電サービス料金を控除した額となります。 

 

５ 支払い明細書の郵送 

支払い明細書の郵送による通知をご希望の場合には、その手数料として発行する書面 1 通につき 200 円（税込）を

お支払いいただきます。 

 

６ 電力買取料金の支払期日等 

電力買取料金は約款第 15 条 の規定に定めるところにより支払うものとします。 

 

７ 適用期間 

買取プランの適用期間は、約款第 7 条（電力受給契約の成立および契約期間）規定に定めるところによります。 

 

８ 本定義書の変更および廃止 

当社は、本定義書の内容を変更または廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、変更または廃止

のお知らせおよび適用開始日または廃止日を当社ホームページに掲載します。 

以上 


